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理由 

 上記の議案を別紙のとおり、立川市議会会議規則（昭和 51 年６月 30 日

議会規則第１号）第 13 条第１項の規定により提出します。 

上記の議案を提出する。 

 

 

令和７年 12 月 16 日 
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山本 みちよ 

浅 川  修 一 
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学校給食の無償化に関する意見書 

 
 物価高騰で市民生活が厳しくなっている中で、教育費は、教材費や制服・体操服、学用品、

修学旅行代など様々な負担がある。こうした中で、立川市をはじめ全国の自治体で給食費の

無償化に取り組んでいる。国においても学校給食無償化の議論が進められていることに敬意

を表する。 
 重要なことは、全国どこの自治体でも格差なく取り組めるよう全額国費で実施できるよ

うにすることだと考える。よって立川市議会は、国の責任において学校給食の無償化の財

政措置を講ずることを求めるものである。 

 
以上、地方自治法第 99 条に基づき意見書を提出する。 

令和７年 12 月 18 日 

立川市議会      
議長 福島 正美 


